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津市長  松  田  直  久  様  

 

津市情報公開・個人情報保護審査会  

会長  村  田    裕  

 

   諮問案件について（答申）  

 平成 ２ ２ 年 ９月 ７ 日付 け 津 市 市交 第 ７０ ９ 号 で 諮問 の あっ た 個 人 情

報の外部提供（以下「本件外部提供」という。）について、当審査会の

意見は、下記のとおりです。  

記  

 本件 外 部 提 供 に つ いて は 、 以 前、 平 成１ ８ 年 ６ 月２ ６ 日付 け 答 申 第

２ 号に よ り 、 利用 す る情 報 が 住 所及 び 氏名 に 限 定 され て おり 、 広 報 津

等 の津 地 域 各 世帯 へ の配 布 を 徹 底す る ため と い う 目 的 に 限り 認 め る と

い う答 申 を 行 いま し たが 、 再 検 討の 結 果 、 下 記 の 理由 に より 本 件 外 部

提供の公益上の必要性等は認められないと判断します。  

 住民 基 本 台 帳の 一 部の 写 し の 閲覧 は 、平 成 １ ８ 年 ６ 月 の住 民 基 本 台

帳法（以下「法」という。）改正以前は何人でも行うことができました

が 、法 改 正 後 は本 人 又は 本 人 の 指定 す る者 し か 閲 覧で き なく な り 、 個

人 情報 の 保 護 に配 慮 した 改 正 が 行わ れ まし た 。 平 成１ ８ 年の 答 申 は 、

こ の法 改 正 後 間も な い時 期 に 行 われ ま した が 、 前 回の 答 申か ら ４ 年 が

経 過し 、 こ の 間 、 法 改正 に 伴 う 住民 の 個人 情 報 の 保護 （ プラ イ バ シ ー

保 護） に 関 す る意 識 の変 化 も 著 しい こ とが 伺 え ま す。 ま た 、 本 件 と 同

様 の外 部 提 供 を県 内 の他 市 自 治 体で は 実施 し て い ない 状 況 、 及 び 本 件

に 係る 個 人 情 報が 外 部提 供 さ れ た後 、 その 秘 密 保 持を 可 能な ら し め る

十 分な 措 置 を 取る の が困 難 で あ るこ と など も 、 外 部提 供 の妥 当 性 を 問

う事情となっています。  

こ れ らの 諸 点 を 踏 ま え ると 、 広 報 津 等 の 配布 を 徹 底 す る た めに 本 件

外部提供を行う公益上の必要性等は認められないと考えます 。  

 


